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令和６年度に向けた指定管理者の選定方針について 

  

＜指定管理者の選定方針について＞ 

本市は、「指定管理者制度に関する基本方針」（平成１６年１２月）」（以下「基本方

針という。」並びに同方針を補完し、制度導入にかかる諸課題への対応の考え方を示

した「指定管理者制度に関する直営施設への導入方針（平成１８年１２月）」（以下「導

入方針」という。）に基づき、指定管理者制度の運用を行っている。 

指定管理者の選定に当たっては、「基本方針」において、公募と特定（非公募）を

併用する旨を明記しており、「導入方針」において、「市民協働・地域振興」、「市民の

安心感の確保など」の視点から、市民団体・地域団体や外郭団体等を特定（非公募）

して指定することが望ましい施設と、「民間事業者の多様な工夫等」を活用するため、

公募により指定する施設の基準を示した「指定管理者選定ガイドライン」を設けてい

る。 

また、指定期間については、５年間を原則とし、施設の利用促進や質の高い管理運

営が見込まれるなど合理的な理由がある場合は、２０年を上限として個別に期間を定

めることができるものとしている。 

 

 

＜令和６年度からの指定管理者の選定について＞ 

令和６年度からの指定管理者の選定に当たっては、「導入方針」等に基づき、これ

までの管理実績等も考慮しながら、所管の部幹事会において、下記のとおり選定方針

を決定した。 

記 

  

○ 次の施設については、公募により、選定を行う。  

高槻市立市民プール                【指定期間：５年】 

 

 

 

 

 

 

＜理由＞ 

当該施設は、経費の節減や運営の効率化、市民サービスの向上を図るため

に民間の多様な工夫等を活用することが適当なため、引き続き指定管理者制

度を適用し、公募により選定を行う。 
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参 考 

 

指定管理者制度に関する直営施設への導入方針【抜粋】 

 

＜ 適用除外施設の基準 ＞ 

① 法律等により施設の管理主体に制約がある（指定管理者制度の導入が認められて

いない）施設 

② 施設の性格や平等性・公平性の確保等、行政で管理を行わなければならない明確

な理由がある施設 

③ 施設管理を直営で行うことにより、施策目的の達成に、より大きな効果が得られ

るなど、明確な理由がある施設 

④ 同種・類似サービスを民間事業者が行っていない、又はそうした民間事業者が存

在しない（市場性がない）施設 

 

＜ 適用施設の基準 ＞ 

① 民間事業者に管理を委ねることにより、民間事業者等の能力やノウハウの活用と、

利用者のニーズにあったサービスの提供・充実が期待できる施設 

② 民間事業者に管理を委ねることにより、サービスの低下を招くことなく管理・運

営等の経費の節減が期待できる施設 

③ 利用料金制度の活用により、民間事業者に対する「インセンティブ効果」が働き、

一層のサービスの向上や経費の節減が期待できる施設 

④ その他行政で管理を行わなければならない明確な理由がない施設 

 

 

＜指定管理者制度の指定期間に係る考え方について＞ 

指定期間については、施設の設置目的及び特性を十分に考慮したうえで、利用者サ

ービスの向上や、事業者の経営の安定化・効率化が見込める期間を設定するものとし、

５年を原則とする。 

ただし、指定管理者が施設整備等に係る投資を行うことにより、施設の利用促進や

質の高い管理運営が見込まれるなど合理的な理由がある場合は、２０年を上限として

個別に期間を定めることができる。 
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